
台湾知的財産権質問箱（Ｑ＆Ａ）

第4回「台湾模倣品・海賊版対策Ｑ＆Ａ」

（元）特許庁審判部審判官・
交流協会台北事務所経済部主任

（現）かなえ国際特許事務所
副所長・弁理士 松本 征二

＜はじめに＞

台湾知的財産権質問箱（Ｑ＆Ａ）の第4回目は、
台湾の模倣品・海賊版対策を取り上げます。
台湾では、2003 年1月に模倣品・海賊版（以下

「模倣品等」といいます。）の取り締まりを専門的
に行う警察部隊（保護智慧財産権警察大隊）を設
立する等、模倣品等の取り締まりに積極的に取り
組んでいます。その背景は、台湾は日本の九州程
度の広さで、資源も乏しいことから、経済のさら
なる発展には海外からの投資拡大が必要であり、
そのためには、知的財産権保護に関する整備が重
要であることを政府自体が認識していることが挙
げられます。
しかしながら、2009 年の保護智慧財産権警察大
隊による模倣品等の摘発件数に占める権利者の国
籍割合を見てみると、米国は 38％、欧州は 32％で
あるのに対して、日本はわずか9％で、権利者が
欧米の場合と比較して、明らかに摘発件数が少な
くなっています。この結果は、権利者が日本の製
品の模倣品等が少ないのではなく、権利者側が、
台湾に於ける模倣品等の取締機関の活用方法を十
分に理解していないことが原因であると筆者は考
えています。
そこで、台湾知的財産権質問箱（Ｑ＆Ａ）の第
4回目では、台湾で模倣品等を効果的に摘発する
ために留意すべき点について、御説明致します。

Ｑ1．台湾で模倣品等の被害にあった場合、
どのような救済措置があるのでしょうか？

A 司法による救済と行政による救済がありま
す。
司法による救済は、権利侵害による損害賠償請

求、販売や輸出入の差止請求等を裁判所に提起す
ることになりますが、模倣品等の製造或いは販売
業者を特定し、且つ、証拠を集めた上で訴訟をす
ることになります。また、裁判で勝訴しても、模
倣品等の製造又は販売業者に資産が無ければ損害
賠償金を得ることができず、弁護士費用等、必要
経費の方が高くつく場合がありますので、事前に
被告側の資産状況についても調査しておく等、周
到な事前準備が必要です。なお、台湾では、專利
法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）
には刑事罰の規定が無いことから、專利権の侵害
に対しては、民事による救済を求めることになり
ます。
一方、損害賠償金等を得ることが目的ではなく、
模倣品等の製造又は販売業者に行政罰・刑事罰等
の打撃を与え、模倣行為を止めさせることが目的
である場合には、行政機関による救済を求めた方
が費用及び効果面で有効です。

Ｑ2．台湾で模倣品等の救済を行う行政機関
はどこですか？

A 一般的には、警察、税関、公平交易委員会に
救済を求めます。
警察には商標権侵害及び著作権侵害について、

税関には商標権侵害及び著作権侵害に加え、裁判
所から仮処分を得ている場合には專利権侵害につ
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いて、公平交易委員会にはデッドコピーや包装の
模倣等の不正競争行為について、救済を求めるこ
とができます。
なお、重大犯罪については法務部調査局、また、
地検が告発・告訴・自首により捜査を行う場合も
ありますが、通常の模倣品等や不正競争行為につ
いては、警察・税関・公平交易委員会が一般的に
取り扱います。

Ｑ3．警察にはどのように模倣品等の摘発を
依頼したらよろしいのでしょうか？

A 模倣品等の製造或いは販売の具体的証拠を既
に有している場合は告訴、製造又は販売業者等の
特定ができない場合は、摘発の依頼を行います。
デパート等で模倣品等が販売されている事実を
つかんでいる場合は、⑴商標登録証、著作の創作
又は発行の証明書等、権利者であることを証明す
る書類、⑵模倣品等を購入した領収書、⑶購入し
た模倣品等の鑑定書、⑷刑事委任状、を揃えて、
警察に告訴を行います。なお、告訴は、一般警察
でも上記した保護智慧財産権警察大隊のどちらで
も可能です。その後は、警察が捜査を行い、被疑
者を逮捕・送検し、検察が証拠十分と判断すれば、
起訴し刑事裁判手続きに入ります。
また、模倣品等が出回っている事実を把握はし
ているものの、例えば、夜市を転々としたり、チ
ラシを見て申し込みがあった模倣品等を郵送する
等、製造又は販売業者を特定できない場合は、警
察に権利者であることを証明する書類を提出する
と共に、真贋鑑定のポイント及び警察が模倣品等
と思われるものを発見した際の連絡先を伝えま
す。そして、警察から連絡を受けた場合には、速
やかに真贋鑑定を行い、模倣品等である場合には、
鑑定書及び刑事委任状等、告訴に必要な手続きを
行います。

Ｑ4．明らかに模倣品等とわかる場合であっ
ても、警察は独自に逮捕・送検をしないので
すか？

A 実務上は、告訴があってから捜査が行われま
す。
著作権侵害は、光ディスクを複製する方法によ

り他人の著作権を侵害した場合を除き親告罪です
が、商標権侵害は非親告罪です。したがって、夜
市等で販売されている映画や TV ドラマ等の海
賊版DVDや商標権侵害の場合には、法律上、警
察は告訴を待たずに自ら捜査することができ、ま
た検察官は被疑者を起訴することができます。
しかしながら、近年、模倣品等も非常に精巧に

なっており、一見しただけでは、真贋の判断が難
しい場合があります。警察もある程度は真贋の判
断ができ、被疑物件を見つけることはできますが、
それが本当に模倣品等であるのかの最終判断を警
察の責任で行うことは困難です。
したがって、実務上は、警察から連絡を受けた

権利者自らが真贋鑑定を行い、告訴する手順が一
般的です。
なお、権利者の告訴による場合、仮に検察官が

不起訴処分にしても被害者として再議の提起がで
き、また、被告と和解した場合には、告訴を取り
下げることができるというメリットがあります。

Ｑ5．警察から通知を受けたら、真贋鑑定は
すぐに行わなければならないのでしょうか？

A 通知を受けたら、速やかに指定場所に赴き、
真贋鑑定を行う必要があります。
台湾の憲法及び刑事訴訟法では、被疑者を逮捕

後、24 時間以内に送検できない場合には、被疑者
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を釈放しなければならない旨規定されています。
したがって、警察に摘発を依頼する際には、警
察からの連絡を受ける窓口（担当者名及び電話番
号）を警察に登録すると共に、警察から連絡があっ
た時には、権利者自らが直ぐに指定場所に赴くこ
とが必要です。なお、権利者自らが真贋鑑定を行
うことが困難な場合には、真贋鑑定の訓練を施し、
権利者から真贋鑑定権と被疑者を告訴する権限を
委任された者であれば、権利者に代わり、真贋鑑
定を行うことが可能です。
冒頭、権利者が日本の製品の模倣品等の摘発が
少ない旨指摘しましたが、欧米の権利者は、警察・
税関の取締官を対象に積極的に真贋の見分け方の
研修会を実施すると共に、警察との連絡体制及び
真贋鑑定体制の整備をしています。一方、このよ
うな体制整備を行っている日本の権利者が少ない
ことが、日本の模倣品等の摘発が少ない大きな理
由と考えられます。

Ｑ6．税関にはどのように模倣品等の水際対
策をお願いすればよろしいのでしょうか？

A 模倣品等の具体的な通関情報を持っている場
合は「告発」、権利侵害の事実は把握しているもの
の、通関情報が特定できない場合は「提示」を行
います。
まず「告発」ですが、権利侵害の疑いのある輸
出入業者の名称、貨物名、輸出入港、日時、航空
機（船舶）の名称及び便名、コンテナNo．、貨物
の保管場所等、模倣品等の具体的な通関情報と共
に、下記⑴～⑶の資料を関税総局又は輸出入地の
関税局に提出することにより、水際取締が行われ
ます。
次に、「提示」とは、権利侵害の事実を把握はし
ているものの、通関情報等を具体的に特定できな
い場合に行われます。この場合は、下記⑴～⑶の

書類を関税総局又は輸出入地の関税局に提出しま
す。そして、通関業務の過程で、疑義のある物品
を発見した場合には、権利者に通知がなされます。
そして、税関での真贋鑑定は、空運輸出の場合

は4時間以内、空運輸入或いは海運輸出入の場合
には1営業日以内に税関に赴いて鑑定を行い、更
に、通知を受けてから3営業日以内に侵害証明書
類を提出することが必要です。
したがって、警察の摘発の場合と同様、税関と

の連絡体制及び真贋鑑定体制の整備をしておくこ
とが必要です。
なお、税関では專利権の侵害についても水際取

締を行っていますが、先ず、権利者が裁判所から
侵害物品の輸出入を差止める旨の仮処分を得た後
に、権利侵害に係る輸出入業者の名称、貨物名、
輸出入港、日時、航空機（船舶）の名称及び便名、
コンテナNo．、貨物の保管場所等の具体的な情報
を提供する必要があります。
＜提出書類＞
⑴ 侵害を受けた事実及び侵害物を識別するに
足る説明（真正品及び模倣品・海賊版の写真
による説明等）。

⑵ 権利証書（商標登録証、著作権証明書）。
⑶ 代理人の代理証明文書。

Ｑ7．警察・税関での模倣品等の摘発を向上
するため、取締官を対象とした真贋鑑定研修
会を開催したいと思いますが、どのようにお
願いしたらよろしいのでしょうか？

A 業界団体を通して、警察・税関に真贋鑑定研
修会の開催を依頼できます。また、台湾駐在の日
本企業の集まりである台北市日本工商会では、会
員企業の為に、警察・税関に対する真贋鑑定研修
会を定期的に行っています。個別企業で参加した
い場合には、台北市日本工商会の会員になり、研
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修会に参加することも可能です。
なお、上記したとおり、真贋鑑定を速やかに実
施する体制が整っていない場合、警察・税関から
通知があっても時間内に鑑定ができないことか
ら、結局被疑者を釈放したり貨物の通関を認める
ことになります。結果として、摘発に繋がらない
どころか、「あの会社は、依頼はするが、対応が非
常に悪い。」との印象をもたれると、以後の摘発に
悪影響を与えかねません。
警察・税関も組織である以上、摘発件数は業績
評価の指標となります。模倣品等の摘発は、お互
いがWin-Win 関係になれますので、双方が信頼
できる関係を築くことが重要です。

Ｑ8．不正競争行為の摘発はどのように依頼
すればよろしいのでしょうか？

A 何人も「他人の名前、商号、商標、商品の容
器若しくは梱包、形態、又はその他他人の商品・
役務等の表示の模倣行為」があると判断した場合
は、公平交易委員会に書面で告発し、侵害商品の
販売・製造、運輸、輸出又は輸入行為を禁ずる行
政措置を請求することができます。
公平交易委員会は告発の受理後、調査・研究を
行い、告発された行為が不正競争行為に該当する
か否か審議を行います。審議の結果、当該行為が
不正競争行為に該当すると認定されると、侵害者
に期限を定めて当該行為の停止、改善又は必要な
是正措置を取るよう命じると共に、過料に処する
こともできます。更に、前記の期限を経過しても、
当該行為が停止、改善されず、又は是正措置が取

られていない場合には、懲役、拘留又は罰金又は
併科に処することもできます。
そして、公平交易委員会の決定は行政処分に該

当するので、訴訟とは異なり、決定が下されると、
侵害者に不服があっても、執行力はすぐに生じま
す。
なお、公平交易法の条文上は、商標権侵害に関

しても公平交易委員会に告発することができます
が、公平交易委員会は、未登録の海外の著名商標
が侵害された場合のみ取り扱い、登録済み商標の
侵害については取り扱っていないので注意してく
ださい。

Ｑ9．当社が日本でのみ販売している商品の
包装を模倣した商品が台湾で販売されている
ようです。今後、当社の商品を台湾で販売し
ようと考えていますが、台湾で既に販売され
ている商品を不正競争行為で告発できます
か？

A できます。
台湾内で販売されていなくても、台湾で販売さ

れている模倣商品より前に、日本で販売している
事実があれば告発は可能です。実際に、ある
ファーストフード店が台湾で営業を開始するより
前に、店内の色や商品の写真配列等、あたかも、
そのファーストフード店が営業していると見間違
うサービスの提供をしてした店に対して、そのよ
うなサービスの提供は不正競争行為に配当すると
認定された事例があります。
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